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一　

訓
詁
学
に
従
う
史
料
用
語
・
概
念
の
尊
重

　

常
識
用
語
の
明
治
維
新
が
、
日
本
社
会
史
の
画
然
た
る
時
期
区
分

の
出
来
事
で
あ
る
こ
と
は
、
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
を
当
時

の
人
々
は
「
御
一
新
」
の
到
来
と
し
て
迎
え
た
。
こ
れ
を
画
期
と
し

て
、
日
本
社
会
の
統
治
構
造
は
大
き
く
変
化
。
祖
法
と
し
て
「
通
信

国
」
と
「
通
商
国
」
を
有
す
る
、
対
外
関
係
の
日
本
型
華
夷
主
義
に

立
つ
徳
川
「
公
儀
」
体
制
か
ら
、
大
日
本
帝
国
憲
法
が
明
記
す
る

「
萬
世
一
系
ノ
天
皇
之
ヲ
統
治
」、「
日
本
臣
民
タ
ル
ノ
要
件
ハ
法
律

ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル
」
と
す
る
近
代
日
本
臣
民
国
家

│
こ
れ
が

「
国
体
」
の
本
義

│
へ
の
一
大
転
換
で
あ
る
。
こ
こ
に
北
東
ア
ジ

ア
す
な
わ
ち
李
朝
朝
鮮
・
清
朝
中
国
と
の
国
際
関
係
が
、
新
た
に
構

築
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。「
皇
国
支
那
と
比
肩
同
等
の
格
ニ
相
定
リ

候
上
は
、
朝
鮮
は
無
論
に
一
等
を
下
し
候
礼
典
を
用
候
」
と
の
一
節

を
有
す
る
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
の
対
朝
鮮
政
策
三
箇
条
伺
が
記

さ
れ
る
。
こ
の
意
義
は
極
め
て
重
要
。
日
清
「
修
好
条
規
」
の
締
結

に
際
し
て
生
じ
た
「
天
皇
」
称
号
と
「
皇
帝
」
称
号
の
使
用
を
巡
る

係
争
は
、
清
朝
の
主
張
を
容
認
し
対
外
面
で
は
「
皇
帝
」
称
号
を
採

る
妥
協
を
経
て
、
次
い
で
同
格
の
「
皇
帝
」
間
の
条
約
の
形
式
を
経

て
実
現
す
る
、
韓
国
「
皇
帝
」
を
「
天
皇
」
の
下
位
に
立
つ
「
王
」

に
格
下
げ
す
る
日
韓
併
合
。
清
朝
最
後
の
「
皇
帝
」
た
る
宣
統
帝
で

も
あ
っ
た
満
洲
国
「
皇
帝
」
溥
儀
の
来
日
を
境
に
国
際
面
で
も
「
天

〔
歴
史
随
想
〕「

支
那
事
変
」
か
ら
「
大
東
亞
戦
争
」
へ

藤　

田　

貞　

一　

郎
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様
大
名
の
力
に
与
る
所
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
藤
井
譲
治

の
言
う
徳
川
将
軍
家
領
知
宛
行
制
、
渡
辺
浩
の
言
う
徳
川
政
治
体
制

が
成
立
す
る
。
常
用
さ
れ
る
幕
藩
体
制
は
、
史
料
無
視
の
用
語
・
概

念
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『「
領
政
改
革
」
概
念

の
提
唱
│
訓
詁
学
再
考
│
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
に
詳
論

し
た
。

　

研
究
史
上
、
権
門
体
制
の
成
立
と
言
い
得
る
よ
う
に
、
中
世
日
本

社
会
は
統
一
国
家
の
体
を
為
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
統
一

国
家
の
実
を
与
え
た
の
が
徳
川
将
軍
家
で
あ
り
、「
公
儀
」
権
力
で

あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
き
史
実
。
こ
の
体
制
が
、「
国
益
」

増
大
を
目
指
す
領
知
国
家
の
自
立
を
含
む
内
憂
外
患
に
直
面
し
、
か

つ
て
の
「
御
威
光
」
は
力
を
失
い
続
け
る
。

　

こ
の
度
の
事
態
に
対
し
て
、
統
一
国
家
を
作
り
出
す
べ
く
、
日
本

社
会
が
担
ぎ
出
す
こ
と
に
な
る
の
が
「
天
皇
」
な
る
存
在
で
あ
る
。

「
天
皇
」
な
る
称
号
は
、
約
九
〇
〇
年
の
幾
変
遷
を
経
て
、
天
保
一

一
（
一
八
四
〇
）
年
に
、
光
格
天
皇
の
諡
号
と
し
て
復
活
す
る
。
こ

こ
で
関
心
を
抱
く
必
要
が
あ
る
の
は
、「
天
皇
」
は
「
皇
帝
」
よ
り

一
段
尊
貴
の
意
味
を
有
す
る
漢
語
概
念
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ
と
並

ん
で
、
独
自
の
年
号
を
制
定
し
た
と
い
う
古
代
日
本
の
、
北
東
ア
ジ

ア
国
際
関
係
に
お
け
る
日
本
社
会
の
自
己
認
識
の
あ
り
方
で
あ
る
。

皇
」
を
公
称
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、「
大
東
亞
戦
争
」
に
至

っ
て
初
め
て
、「
大
日
本
帝
国
天
皇
」
の
称
号
の
も
と
、
米
英
に
宣

戦
布
告
す
る
に
至
る
日
本
臣
民
国
家
が
歩
む
道
程
を
示
唆
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
西
洋
列
強
諸
国
と
の
「
条
約
」
で
は
な
く
、
李
鴻
章

ら
の
主
張
す
る
「
条
規
」
と
言
う
用
語
が
使
用
さ
れ
る
の
も
、
中
華

帝
国
を
中
心
と
す
る
朝
貢
体
制
観
が
未
だ
存
続
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
ロ
ー
マ
帝
国
の
崩
壊
以
後
、
実
質
あ
る
世
界
帝
国
が
存
在
し
な

く
な
っ
た
欧
洲
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
明
治
九
（
一

八
七
六
）
年
、
日
朝
「
修
好
条
規
」
の
締
結
も
同
一
観
念
上
の
も
の
。

　

自
ら
の
正
当
性
を
示
す
に
、
安
良
城
盛
昭
が
い
ち
は
や
く
指
摘
し

た
よ
う
に
、
何
ら
「
天
皇
」
の
権
威
を
旗
指
物
と
す
る
こ
と
な
く
、

天
下
分
け
目
の
関
ヶ
原
合
戦
で
日
本
全
土
の
統
治
権
を
掌
握
し
た
将

軍
権
力
、
そ
の
「
御
威
光
」
の
失
墜
は
一
九
世
紀
に
入
る
と
益
々
甚

だ
し
い
も
の
と
な
っ
た
。

│
「
天
皇
」
は
御
稜
威
（
み
い
つ
）
を

使
用

│
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
、
将
軍
家
茂
は
上
洛
・
参
内
し
、

江
戸
時
代
初
め
て
の
政
務
委
任
の
勅
書
を
授
け
ら
れ
る
ま
で
に
至
る

（
歴
史
科
学
協
議
会
編
『
天
皇
・
天
皇
制
を
よ
む
』
八
九
頁
、
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）。

　

日
本
全
土
の
統
治
権
を
握
っ
た
徳
川
将
軍
権
力
に
は
全
土
を
「
御

料
」
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
な
し
得
な
か
っ
た
の
は
、
外
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中
両
国
の
外
交
に
さ
ま
ざ
ま
な
摩
擦
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
公
使
団
員
た
ち
は
、
終
始
余
裕
を
持
っ
て
日
本
文
化
を
評

価
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
公
使
団
員
の
来
日
し
た
明
治
初
年
か

ら
日
清
戦
争
勃
発
ま
で
の
間
は
、
日
中
間
、
広
く
言
え
ば
東
ア

ジ
ア
全
体
に
お
い
て
、
近
代
に
お
け
る
新
し
い
国
際
関
係
、
国

際
秩
序
の
構
築
に
た
く
さ
ん
の
可
能
性
が
潜
ん
で
い
た
時
期
で

も
あ
っ
た
。

　

著
者
は
、
本
文
中
に
「
日
本
で
接
し
た
も
の
の
多
く
に
対
し
て
、

黄
遵
憲
は
讃
辞
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
反
対
に
「
天
朝
大
国
」
と
称

し
て
い
る
自
国
は
、
如
何
に
日
本
に
及
ば
な
い
の
か
と
い
う
感
想
が
、

常
に
黄
遵
憲
の
心
に
衝
撃
を
与
え
る
。
満
開
の
桜
と
平
和
に
花
見
を

満
喫
し
て
い
る
日
本
人
を
目
の
前
に
し
て
、
黄
遵
憲
の
憂
国
の
念
が

ま
す
ま
す
濃
く
な
っ
て
く
る
」（
六
七
頁
）、
ま
た
「
黄
遵
憲
は
、
同

じ
ア
ジ
ア
に
あ
る
国
は
、
と
も
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認

識
し
た
。
互
い
に
競
争
し
あ
っ
て
富
強
に
な
り
、
は
じ
め
て
ア
ジ
ア

全
体
を
外
敵
か
ら
守
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
黄
遵
憲
は
考
え
た
」

（
一
〇
一
頁
）
と
、
記
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
日
本
臣
民
国
家
が
日
清
戦
争
以
後
選
ん
だ
道
は
、
日
本
型

華
夷
意
識
を
旨
と
す
る
徳
川
公
儀
体
制
と
は
異
な
る
、
李
朝
朝
鮮
と

清
朝
中
国
と
の
間
の
国
際
関
係
の
構
築
を
一
貫
し
て
追
求
し
、
遂
に

　

満
洲
事
変
の
大
立
者
石
原
莞
爾
が
、
欧
洲
留
学
で
学
ん
だ
諸
国
家

が
相
争
う
戦
争
史
観
で
は
な
く
、
日
本
臣
民
国
家
が
李
鴻
章
ら
の
主

張
を
受
け
入
れ
て
、「
皇
帝
」
称
号
に
同
意
し
て
、
日
清
「
修
好
条

規
」
を
締
結
し
た
と
い
う
事
実
は
極
め
て
重
要
。
北
東
ア
ジ
ア
す
な

わ
ち
李
朝
朝
鮮
・
清
朝
中
国
と
の
間
に
、
新
た
な
国
際
関
係
を
構
築

す
る
、
日
本
社
会
の
国
家
意
志
の
果
た
し
た
役
割
を
把
握
す
る
必
要

が
あ
る
。

　

地
政
学
概
念
で
は
「
満
蒙
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
地
域
を

も
含
む
中
国
社
会
、
ま
た
朝
鮮
社
会
に
対
す
る
近
代
日
本
社
会
の
実

態
認
識
の
あ
り
様
は
、
こ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
。

　

こ
こ
で
決
定
的
な
重
要
史
実
が
、
同
格
の
「
皇
帝
」
国
家
間
の
戦

争
日
清
戦
争
で
、
日
本
臣
民
国
家
が
清
朝
中
国
に
勝
利
し
た
と
い
う

こ
と
。
漢
字
文
化
圏
の
日
本
社
会
で
は
、
こ
の
時
を
介
し
て
本
来
美

称
で
あ
っ
た
「
支
那
」
が
、
侮
辱
観
を
込
め
た
用
語
・
概
念
に
次
第

に
転
化
。

　

日
清
戦
争
が
、
こ
の
転
換
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
文
献
に
、

張
偉
雄
『
文
化
外
交
官
の
明
治
日
本
│
中
国
初
代
駐
日
公
使
団
の
異

文
化
体
験
│
』（
柏
書
房
、
一
九
九
九
年
）
が
あ
る
。
そ
の
「
あ
と
が

き
」
に
、
こ
う
記
す
。

こ
の
文
人
間
の
友
情
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
主
流
派
主
導
の
日



180

し
て
正
し
く
理
解
す
る
に
、
ま
こ
と
に
重
要
で
あ
る
。
一
二
年
七
月

七
日
に
始
ま
っ
た
軍
事
衝
突
後
、
そ
の
九
月
に
臨
時
軍
事
費
特
別
会

計
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ
が
二
一
年
二
月
ま
で
続
く
。

　

日
本
は
、
財
源
・
軍
需
資
材
（
兵
器
を
含
む
）
の
い
ず
れ
も
、
戦

闘
行
為
を
展
開
す
る
に
足
る
自
給
能
力
が
欠
如
。
日
清
戦
争
の
財
源

は
何
と
か
国
内
に
求
め
た
が
、
日
露
戦
争
以
後
は
、
日
清
戦
争
で
得

た
賠
償
金
を
も
と
に
金
本
位
制
を
採
用
し
た
結
果
、
外
債
に
頼
る
こ

と
に
な
っ
た
の
は
周
知
の
と
こ
ろ
。
こ
の
外
債
調
達
が
不
可
能
に
な

る
の
は
、
満
洲
事
変
勃
発
以
後
の
こ
と
と
、
サ
イ
モ
ン
・
バ
イ
ス
ウ

ェ
イ
『
日
本
経
済
と
外
国
資
本　

一
八
五
八
│
一
九
三
九
』（
刀
水

書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
が
、
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
財
源
問
題
に
つ

い
て
は
、
石
井
寛
治
『
帝
国
主
義
日
本
の
対
外
戦
略
』（
名
古
屋
大

学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）
は
、「
戦
間
期
日
本
の
金
融
的
「
従
属
」

を
否
定
」（
一
七
一
頁
）
す
る
と
記
し
て
日
露
戦
争
時
と
異
な
る
日

本
経
済
の
状
況
を
指
摘
す
る
。

　

慣
例
を
破
っ
て
財
源
措
置
を
作
り
出
し
た
後
、
一
二
月
に
大
本
営

陸
軍
部
は
南
京
政
略
を
命
ず
る
。
そ
の
時
の
現
地
軍
司
令
官
は
、

「
先
ツ
国
民
政
府
ヲ
駆
逐
シ
テ
、
江
蘇
・
浙
江
、
成
シ
得
レ
ハ
安
徽

ヲ
併
ス
ル
独
立
政
権
ヲ
樹
立
」（
伊
香
俊
哉
『
満
州
事
変
か
ら
日
中
全

面
戦
争
へ
』
九
二
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
さ
せ
る
構
想
で

は
当
時
の
国
際
条
約
を
無
視
し
、
唯
我
独
尊
の
行
動
を
展
開
、
傍
若

無
人
に
振
舞
う
結
果
、
苦
し
ま
ぎ
れ
の
「
大
東
亞
戦
争
」
を
自
ら
宣

言
す
る
歴
史
を
残
す
道
で
あ
っ
た
。
こ
の
決
定
的
転
機
が
、
日
清
戦

争
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。

　

こ
こ
で
、『
国
史
大
辞
典
』
の
「
軍
事
費
」
項
目
の
記
述
（
佐
藤

和
美
）
を
手
掛
か
り
に
考
え
た
い
。
こ
れ
か
ら
明
治
二
〇
（
一
八
八

七
）
年
よ
り
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
に
至
る
各
年
度
の
軍
事
費

の
推
移
が
分
る
。「
戦
争
」・「
事
変
」・「
事
件
」
な
ど
の
名
目
の
下
、

度
重
な
る
戦
闘
行
為
を
展
開
す
る
が
、「
戦
争
」
と
後
二
者
は
峻
別

す
る
の
が
原
則
。
日
清
戦
争
は
そ
れ
迄
に
比
べ
て
突
出
し
た
額
に
な

る
が
、
こ
れ
を
臨
時
軍
事
費
特
別
会
計
の
設
置
で
処
理
。
宣
戦
布
告

を
伴
う
「
戦
争
」
に
際
し
て
の
こ
う
し
た
会
計
処
理
は
、
後
の
日
露

戦
争
、
今
日
言
う
所
の
第
一
次
世
界
大
戦
に
も
踏
襲
。
こ
の
慣
例
を

破
っ
て
い
る
の
が
「
支
那
事
変
」。
大
江
志
乃
夫
『
日
本
の
参
謀
本

部
』（
中
公
新
書
、
一
九
八
五
年
）
の
一
節
を
引
用
す
る
。

日
中
全
面
戦
争
へ
の
拡
大
で
宣
戦
を
布
告
す
る
か
ど
う
か
が
問

題
に
な
っ
た
。
中
立
国
か
ら
の
軍
需
資
材
の
輸
入
が
阻
害
さ
れ

る
こ
と
を
理
由
に
、
陸
軍
も
海
軍
も
宣
戦
布
告
に
反
対
し
た

（
一
七
二
頁
）

　

こ
の
一
節
が
語
る
こ
と
は
、
日
本
近
代
史
を
、
歴
史
の
文
脈
に
則
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て
み
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
と
巷
間
伝
え
ら
れ
る
、
か
か
る
無
謀
な

戦
争
に
、
臣
民
国
家
日
本
が
何
故
突
入
し
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

石
井
寛
治
の
前
掲
書
は
「
日
本
型
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
の
エ
ー
ト
ス

論
を
思
考
基
軸
に
、
課
題
に
迫
る
克
明
な
研
究
書
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
石
井
は
「
日
本
型
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
に
お
け
る
政
治
価
値
優
位

を
確
認
す
る
が
、「
紡
績
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
エ
ー
ト
ス
」
で
は
東

洋
紡
の
谷
口
房
蔵
を
取
り
上
げ
、
国
民
政
府
の
正
式
承
認
が
持
論
で

あ
り
、
紡
績
業
界
の
中
国
と
の
関
係
改
善
の
先
頭
に
立
ち
、
時
流
に

抗
し
行
動
し
て
い
た
と
記
し
て
い
る
（
二
五
七
頁
）。
政
治
的
価
値

の
優
位
は
正
に
そ
の
通
り
だ
と
思
う
。
私
が
、
注
目
し
続
け
る
の
は
、

「
皇
帝
」
よ
り
一
段
尊
貴
の
称
号
を
有
す
る
一
人
の
人
間
を
、
社
会

統
合
の
象
徴
と
し
た
日
本
が
、
北
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
の
中
、
自

ら
を
ど
う
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
か
の
国
家
意
思
で
あ
る
。

　

日
本
は
「
終
戦
」
＝
敗
戦
に
至
る
迄
「
支
那
事
変
」
の
名
称
に
固

執
し
た
。
一
二
月
八
日
米
英
も
対
日
宣
戦
を
布
告
、
翌
九
日
国
民
政

府
も
、
対
日
・
独
・
伊
に
宣
戦
を
布
告
す
る
が
、
日
本
は
対
米
英
戦

に
「
支
那
事
変
」
を
含
む
と
す
る
だ
け
で
宣
戦
布
告
に
応
じ
て
い
な

い
。
こ
れ
ら
の
動
き
の
中
で
、
細
心
の
注
意
が
必
要
な
歴
史
認
識
は
、

一
一
日
に
独
・
伊
が
対
米
宣
戦
布
告
す
る
と
い
う
、
人
類
史
上
に
お

け
る
決
定
的
史
実
で
あ
る
。
今
日
、
一
九
三
九
年
九
月
一
日
ド
イ
ツ

あ
っ
た
。
国
民
政
府
を
唯
一
の
正
当
政
権
と
認
め
る
こ
と
な
く
、
事

態
は
泥
沼
に
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

│
対
米
英
宣
戦
布
告
後

も
一
二
月
一
二
日
、
情
報
局
は
「
今
次
の
対
米
英
戦
は
支
那
事
変
を

ふ
く
め
て
大
東
亞
戦
争
と
よ
ぶ
」
と
発
表
す
る
に
止
る

│
こ
れ
を

打
開
す
べ
く
選
択
し
た
の
が
、
従
来
の
基
本
方
針
と
異
な
る
南
進
政

策
。
そ
の
狙
い
は
、
兵
器
の
国
産
化
は
軍
部
確
認
の
水
準
に
達
し
て

い
た
が
、
運
命
的
と
も
言
え
る
軍
需
物
資

│
そ
の
最
大
の
供
給
国

の
位
置
に
あ
っ
た
の
が
ア
メ
リ
カ

│
の
不
足
を
解
消
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
。
南
進
政
策
の
念
頭
に
は
、
連
合
艦
隊
の
生
命
の
泉
と
言
う

べ
き
、
蘭
領
印
度
支
那
の
石
油
資
源
確
保
が
あ
っ
た
。

　
「
大
東
亞
戦
争
」
と
の
命
名
は
、
東
条
英
機
が
昭
和
天
皇
の
下
問

に
対
し
て
「
目
下
研
究
中
で
あ
り
い
ず
れ
奏
上
い
た
し
ま
す
」
と
答

え
て
い
る
よ
う
に
、
正
に
後
付
け
の
大
義
で
あ
っ
た
（『
朝
日
新
聞
』

二
〇
〇
六
年
一
〇
月
二
五
日
の
「
共
栄
圏
後
付
の
大
義
」）。
軍
需
物
質

は
欧
米
諸
国
に
依
存
、
宣
戦
布
告
す
る
こ
と
な
く
「
事
変
」
の
名
目

を
維
持
し
た
挙
句
の
果
て
、
政
府
と
軍
部
が
行
き
着
い
た
の
は
、
一

撃
を
与
え
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
態
度
は
あ
る
程
度
妥
協
方
針
に
変
る

で
あ
ろ
う
と
い
う
希
望
的
観
測
の
下
の
、
米
英
に
対
す
る
宣
戦
布
告

で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
山
本
五
十
六
が
「
一
年
半
暴
れ
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で
ド
イ
ツ
が
国
民
党
政
府
に
軍
事
援
助
を
し
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ

ち
日
本
は
ド
イ
ツ
と
も
戦
っ
て
い
た
こ
と
は
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
知

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
」
と
、
明
言
し
て
い
る
。

　

ド
イ
ツ
の
動
き
に
つ
い
て
、H

enric L. W
uerm

eling, 
“D

oppelspiel”: A
dam

 von T
rott zu Solz im

 W
iderstand gegen 

H
itler, D

eutsche V
erlags-A

nstalt, 2004 

に
依
り
つ
つ
、
渡
辺

が
示
し
た
視
点
を
、
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
に
す
る
。

　

本
書
は
、
ナ
チ
ス
台
頭
初
期
か
ら
こ
れ
に
危
機
を
覚
え
、
ヒ
ト
ラ

ー
と
ナ
チ
ズ
ム
に
対
す
る
抵
抗
運
動
の
組
織
化
と
様
々
な
経
路
を
通

し
て
、
英
・
米
政
権
中
樞
部
に
ド
イ
ツ
国
内
の
実
態
を
伝
え
る
努
力

に
邁
進
、
二
重
ス
パ
イ
と
の
汚
名
を
被
せ
ら
れ
る
も
屈
す
る
こ
と
な

く
生
涯
を
捧
げ
た
人
物
、
ア
ダ
ム
・
フ
ォ
ン
・
ト
ロ
ッ
ト
・
ツ
・
ゾ

ル
ツ
の
伝
記
で
あ
る
。
そ
の
努
力
に
は
ス
イ
ス
在
の
ア
レ
ン
・
ダ
レ

ス
経
路
も
あ
っ
た
。
だ
が
ド
イ
ツ
の
国
家
と
し
て
解
体
を
見
る
前
に

戦
闘
状
態
を
終
わ
ら
せ
た
い
と
の
願
い
は
実
る
こ
と
な
く
、
失
意
の

中
に
一
九
四
四
年
七
月
二
〇
日
ヒ
ト
ラ
ー
暗
殺
未
遂
事
件
に
連
座
・

逮
捕
さ
れ
同
年
八
月
二
六
日
に
処
刑
さ
れ
た
。

　

本
書
に
左
の
一
節
が
あ
る
。

ト
ロ
ッ
ト
は
、
中
国
国
情
の
新
た
な
建
設
に
際
し
て
の
国
民
党

の
政
治
・
軍
事
の
指
導
者
蔣
介
石
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
だ

軍
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
侵
攻
開
始
に
よ
り
第
二
次
世
界
大
戦
の
幕
が
切
っ

て
落
と
さ
れ
た
と
の
、
人
類
史
記
述
が
国
の
内
外
で
常
識
と
し
て
通

用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
歴
史
の
誤
認
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
ナ
チ
ス
ド
イ

ツ
政
権
が
、
対
米
戦
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
。
石

井
の
前
掲
書
に
は
、
ア
メ
リ
カ
自
動
車
企
業
の
営
業
活
動
に
つ
い
て
、

ド
イ
ツ
は
日
本
と
異
な
り
「
同
じ
ア
メ
リ
カ
系
二
社
の
ド
イ
ツ
で
の

活
動
を
ア
メ
リ
カ
参
戦
ま
で
容
認
し
、
軍
事
力
の
基
盤
と
し
て
十
二

分
に
利
用
し
た
の
と
比
べ
て
、
日
本
陸
軍
の
態
度
は
対
照
的
で
あ
っ

た
」（
一
六
三
頁
）
と
あ
る
こ
と
を
、
挙
げ
て
置
き
た
い
。

二　

歴
史
の
文
脈
に
従
っ
た
既
知
の
事
実
の
再
整
理

　

人
類
史
を
整
理
す
る
際
、
地
政
学
の
視
点
が
不
可
欠
と
す
る
渡
辺

尚
は
「
バ
ッ
ハ
・
ベ
ー
ト
ー
フ
ェ
ン
・
ユ
ー
ロ
│
欅
友
会
三
〇
周
年

に
寄
せ
て
│
」（
東
京
経
済
大
学
『
欅
友
会
会
報
』
二
四
七
号
、
二
〇
一

二
年
）
で
、
一
九
世
紀
以
来
の
欧
洲
諸
国
の
ア
ジ
ア
進
出
を
英
は
海

路
、
露
は
シ
ベ
リ
ア
経
路
、
こ
れ
に
対
し
て
独
は
中
央
ア
ジ
ア
か
ら

中
国
を
目
指
し
た
と
大
局
を
押
さ
え
た
上
で
、「
こ
の
一
五
〇
年
間
、

ド
イ
ツ
の
対
東
ア
ジ
ア
政
策
の
基
調
は
親
中
路
線
だ
っ
た
こ
と
は
疑

い
を
入
れ
ま
せ
ん
。
一
（
第
脱
）次
大
戦
で
日
独
が
敵
国
と
な
っ
た
こ
と
は
知

ら
れ
て
い
て
も
、
満
州
事
変
以
来
、
日
中
戦
争
の
初
期
に
い
た
る
ま
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協
定
と
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
当
時
の
国
際
関
係
の
約
束
事
に
従
っ

て
、
独
も
対
米
宣
戦
布
告
の
破
目
に
陥
り
、
独
社
会
が
壊
滅
す
る
運

命
を
辿
る
発
端
は
、
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
一
一
月
二
五
日
ベ

ル
リ
ン
で
調
印
さ
れ
る
日
独
防
共
協
定
（
秘
密
協
定
・
秘
密
書
簡
）

で
あ
る
。
こ
う
し
た
日
独
間
の
国
際
関
係
に
決
定
的
変
化
を
与
え
る

の
が
、
日
本
が
惹
起
し
た
「
支
那
事
変
」
で
あ
っ
た
。
紅
軍
に
軍
事

面
で
優
位
を
示
し
て
い
た
蔣
介
石
の
国
民
政
府
が
苦
境
に
陥
る
だ
け

で
な
く
、
ド
イ
ツ
の
国
民
政
府
支
援
策
が
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
は
、

既
に
述
べ
た
。
一
二
年
一
一
月
五
日
、
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
駐
華
ド
イ
ツ

大
使
を
通
じ
て
、
日
本
が
和
平
工
作
を
追
求
す
る
路
線
が
可
能
で
あ

っ
た
の
も
、
既
述
の
独
と
中
国
と
の
親
密
な
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
と

思
わ
れ
る
。
だ
が
、「
支
那
事
変
対
策
要
綱
」
に
従
っ
た
工
作
は
、

そ
の
和
平
条
件
を
蔣
介
石
が
拒
絶
し
て
終
わ
っ
た
（
伊
香
前
掲
書
、

九
六
頁
）。

　
「
支
那
事
変
」
に
よ
り
対
中
政
策
の
変
更
を
迫
ら
れ
る
ド
イ
ツ
は
、

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
ソ
連
を
念
頭
に
す
る
日
独
防
共
協
定
に
代
る
政
策

を
追
求
し
、
昭
和
一
三
年
に
入
っ
て
か
ら
、
同
年
一
一
月
「
英
米
を

も
対
象
と
す
る
日
独
伊
三
国
軍
事
同
盟
締
結
」
を
日
本
側
に
提
案
、

翌
年
九
月
二
七
日
ベ
ル
リ
ン
で
三
国
同
盟
条
約
は
調
印
を
見
た
。
参

戦
義
務
に
つ
い
て
は
「
参
戦
は
三
国
間
の
協
議
に
よ
り
決
定
す
る
こ

が
、
こ
の
建
設
は
今
や
無
に
帰
す
。
蔣
介
石
は
男
爵
ア
レ
ク
サ

ン
デ
ル
・
フ
ォ
ン
・
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
将
軍
麾
下
の
ド
イ

ツ
軍
事
顧
問
団
の
助
言
を
受
け
て
い
た
。
先
ず
蔣
介
石
は
毛
沢

東
指
導
下
の
共
産
党
軍
を
北
へ
駆
逐
し
た
（
こ
れ
が
、
紅
軍
の

一
九
三
四
年
か
ら
一
九
三
五
に
か
け
て
の
北
部
の
山
東
省
へ
の
長
征

で
あ
っ
た
）。
そ
の
後
、
蔣
介
石
は
日
本
に
よ
る
奇
襲
攻
撃
後

は
、
中
国
国
内
へ
の
日
本
軍
の
侵
出
と
も
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
一
九
三
七
年
一
二
月
一
三
日
、
日
本
軍
は
当
時
中
国
の

首
都
南
京
を
占
領
し
た
。
そ
の
前
に
、
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
・
フ

ォ
ン
・
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
は
ド
イ
ツ
へ
召
還
さ
れ
た
。

（
六
六
頁
）

　

こ
こ
で
、
二
つ
の
基
本
課
題
が
明
確
に
浮
か
び
上
が
る
。
ひ
と
つ

は
、「
支
那
事
変
」
が
ド
イ
ツ
の
対
外
関
係
に
及
ぼ
し
た
影
響
、
も

う
ひ
と
つ
は
「
支
那
事
変
」
が
日
本
の
対
外
関
係
に
及
ぼ
し
た
影
響
。

こ
の
二
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
の
人
類
史
に
お
け

る
主
体
的
行
動
で
あ
っ
た
「
支
那
事
変
」
が
樞
軸
国
日
独
両
国
家
の

国
際
関
係
、
ま
た
両
国
の
他
の
諸
外
国
と
の
対
外
関
係
を
、
以
後
規

定
し
た
事
実
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
既
知
の
史
実

を
歴
史
の
文
脈
に
従
い
整
理
す
る
。
先
ず
ド
イ
ツ
に
及
ぼ
し
た
影
響
。

　

日
本
の
対
米
英
宣
戦
布
告
後
一
二
月
一
一
日
に
、
両
国
間
の
国
際
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ど
れ
ほ
ど
多
く
の
人
間
が
ど
れ
ほ
ど
烈
し
く
、
こ
の
目
的
を
避

け
、
あ
の
目
的
を
追
求
し
た
か
、
を
究
明
し
、
さ
ら
に
そ
う
し

た
要
求
な
り
恐
れ
な
り
が
い
か
な
る
環
境
の
も
と
で
ど
の
程
度

ま
で
の
効
果
を
も
っ
た
か
、
ま
た
そ
れ
が
ど
う
い
う
結
果
に
な

っ
た
か
、
を
追
求
す
る
こ
と
が
、
歴
史
家
の
仕
事
と
な
る
。

　

次
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
論
点
、「
支
那
事
変
」
が
日
本
の
対
外
関

係
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
、
歴
史
の
文
脈
に
従
っ
て
整
理
す
る
。

　
「
支
那
事
変
」
の
発
端
は
盧
溝
橋
事
件
。
こ
の
経
緯
は
未
だ
に
不

明
の
点
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
石
原
莞
爾
は
こ
の
件
を
切
っ
掛
け

に
す
る
こ
と
に
反
対
し
、「
大
東
亞
戦
争
」
勃
発
以
後
も
変
わ
る
こ

と
な
く
、
東
条
ら
を
激
し
く
批
判
し
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

九
日
に
陸
軍
省
作
戦
課
作
成
の
「
北
支
時
局
処
理
要
領
」（
案
）
に

は
「
支
那
駐
屯
軍
ニ
所
要
ノ
兵
力
ヲ
増
強
シ
我
ニ
敵
対
ス
ル
支
那
軍

ヲ
平
津
方
面
ヨ
リ
駆
逐
」
す
る
と
あ
る
。
同
月
八
日
に
、
中
国
共
産

党
は
、
抗
日
自
衛
戦
争
を
全
国
に
呼
び
か
け
る
（
伊
香
前
掲
書
、
八

〇
・
八
一
・
八
四
・
八
五
・
八
七
頁
）。

│
国
共
合
作
の
第
一
次
は

大
正
一
三
（
一
九
二
四
）
年
孫
文
主
導
で
成
立
、
第
二
次
は
西
安
事

件
を
契
機
に
成
立
し
、
抗
日
戦
争
勝
利
の
原
動
力
と
な
る
。
こ
の
事

件
を
含
め
て
第
二
次
国
共
合
作
以
後
に
つ
い
て
は
後
述
す
る

│
。

「
こ
う
し
た
日
本
軍
の
華
北
占
領
地
確
保
方
針
に
挑
ん
だ
の
は
国
民

と
が
、
確
認
さ
れ
基
本
的
に
は
自
主
的
決
定
に
よ
る
こ
と
と
な
っ

た
」。
伊
香
前
掲
書
は
「
ド
イ
ツ
側
は
ア
メ
リ
カ
を
対
象
と
し
た
軍

事
同
盟
締
結
を
主
張
し
、
日
本
側
の
中
途
半
端
な
提
案
を
受
け
入
れ

る
姿
勢
を
示
さ
な
か
っ
た
」（
二
四
四
・
二
五
四
・
二
五
五
頁
）
と
す

る
が
、
歴
史
の
文
脈
は
、
今
日
言
う
第
二
次
世
界
大
戦
の
基
本
因
は
、

「
支
那
事
変
」
の
泥
沼
を
何
と
か
打
開
し
よ
う
と
す
る
日
本
の
、
一

暴
れ
し
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
希
望
的
観
測
を
頼
り
に
、
一
定
の
妥
協
策

を
得
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
す
る
、
樞
軸
国
の
一
つ
日
本
が

他
の
樞
軸
国
独
・
伊
を
出
し
抜
い
て
の
、
甘
え
た
行
動
で
あ
っ
た
と

解
さ
せ
る
。
独
・
伊
の
対
米
宣
戦
布
告
が
、
一
二
月
一
一
日
で
あ
っ

た
と
い
う
史
実
が
、
明
確
に
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
石
井
が
明
ら
か

に
し
て
い
る
、
ア
メ
リ
カ
自
動
車
企
業
の
国
内
で
の
活
動
を
、
宣
戦

布
告
す
る
迄
は
、
ド
イ
ツ
が
こ
れ
を
認
め
て
い
た
と
い
う
事
実
を
想

い
出
し
た
い
。

　

こ
こ
で
、
ア
イ
ザ
ィ
ア
・
バ
ー
リ
ン
の
発
言
に
耳
を
傾
け
た
い
。

生
松
敬
三
訳
『
歴
史
の
必
然
性
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
六
年
）
の

一
六
五
頁
か
ら
。

ど
ち
ら
の
（
個
人
中
心
的
な
歴
史
理
論
と
個
人
中
心
的
で
な
い
歴

史
理
論

│
藤
田
注
）
見
解
に
つ
い
て
も
、
だ
れ
が
、
な
に
を
、

い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
、
要
求
し
た
か
、
ま
た
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「
支
那
事
変
」
は
、
そ
の
後
も
日
本
の
泥
沼
化
状
態
を
深
め
続
け

さ
せ
る
。
昭
和
一
二
年
一
一
月
二
二
日
、
関
東
軍
は
蒙
疆
連
合
委
員

会
（
蒙
疆
政
権
）
を
樹
立
、
一
二
月
一
四
日
に
は
北
支
那
方
面
軍
が

中
華
民
国
臨
時
政
府
（
北
平
）
を
樹
立
。
一
三
年
三
月
二
八
日
に
は

中
支
那
派
遣
軍
が
南
京
に
中
華
民
国
維
新
政
府
を
樹
立
（
伊
香
前
掲

書
、
二
四
〇
頁
）。
日
本
に
よ
る
中
国
社
会
の
統
一
を
破
壊
し
、
こ
の

地
域
を
版
図
に
収
め
ん
と
す
る
臣
民
国
家
の
国
家
観
は
止
る
所
を
知

ら
な
い
。

　

日
本
の
頼
み
と
す
る
所
は
、
軍
事
面
で
圧
倒
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
不
可
欠
の
軍
需
物
資
は
、
宣
戦
布
告
を
伴
わ
ぬ
「
支
那
事

変
」
だ
か
ら
こ
そ
、
何
と
か
輸
入
で
き
た
。
こ
れ
が
不
可
能
に
な
る

政
策
を
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
は
つ
ぎ
つ
ぎ
採
る
に
至
る
。
一
五
年
七
月

二
六
日
、
大
統
領
は
石
油
・
屑
鉄
を
輸
出
許
可
制
適
用
品
目
中
に
追

加
、
同
年
二
八
日
に
は
蘭
印
が
日
蘭
民
間
協
定
を
停
止
、
ア
メ
リ
カ

は
七
月
三
一
日
に
は
航
空
機
用
ガ
ソ
リ
ン
の
西
半
球
以
外
へ
の
輸
出

を
禁
止
、
翌
一
六
年
八
月
一
日
、
対
日
石
油
輸
出
完
全
停
止
。

　

こ
う
し
た
、
軍
需
物
資
の
輸
入
が
途
絶
す
る
状
況
が
進
行
す
る
中

に
、
選
択
さ
れ
る
の
が
南
進
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
伊
香
前
掲
書
の
該

当
部
分
を
引
用
す
る
（
二
五
二
頁
）。

一
九
四
〇
年
七
月
二
二
日
に
成
立
し
た
第
二
次
近
衛
内
閣
は
、

党
系
の
軍
隊
で
は
な
く
、
共
産
党
系
の
軍
隊
で
あ
っ
た
。
日
中
戦
争

開
始
後
、
中
国
で
は
国
民
党
と
共
産
党
の
抗
日
民
族
統
一
戦
線
形
成

が
実
現
し
（
第
二
次
国
共
合
作
）、
三
七
年
八
月
二
二
日
、
華
北
方
面

の
共
産
党
軍
す
な
わ
ち
紅
軍
は
、
国
民
革
命
軍
第
八
路
軍
（
三
個

師
）
に
改
編
さ
れ
た
」（
伊
香
前
掲
書
、
一
七
二
頁
）。

　

ド
イ
ツ
の
支
持
を
得
た
圧
倒
的
な
軍
事
力
に
よ
る
蔣
介
石
の
国
民

党
軍
に
、
長
征
を
強
い
ら
れ
た
紅
軍
に
、
そ
の
力
を
回
復
さ
せ
る
切

っ
掛
け
を
与
え
た
の
が
「
支
那
事
変
」
で
あ
る
。

　

有
名
な
毛
沢
東
の
『
実
践
論
』
と
『
矛
盾
論
』（
松
村
一
人
・
竹
内

実
訳
『
実
践
論
・
矛
盾
論
』
岩
波
文
庫
、
一
九
五
七
年
）
が
、
執
筆
さ

れ
る
の
は
、
三
七
年
七
月
と
八
月
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
重

要
な
史
実
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

抗
日
戦
争
の
帰
趨
を
決
し
、
中
国
に
勝
利
を
齎
す
第
二
次
国
共
合

作
に
、
歴
史
の
文
脈
上
、
極
め
て
大
き
な
意
味
を
有
す
る
の
が
西
安

事
件
。
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
一
月
、
共
産
党
討
伐
の
督
戦
に

来
た
蔣
介
石
を
張
学
良
ら
が
監
禁
し
、
内
戦
停
止
、
一
致
抗
日
を
要

求
し
た
事
件
で
あ
る
。
歴
史
の
文
脈
か
ら
見
て
張
学
良
の
救
国
の
熱

意
の
程
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
蔣
介
石
は
、
紅
軍
に

長
征
を
強
い
る
程
、
軍
事
面
で
圧
倒
的
優
位
に
立
っ
て
い
た
時
機
だ

け
に
、
忿
懣
や
る
方
な
い
心
境
に
な
っ
た
筈
で
あ
る
。
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る
。

　

今
日
、
後
知
恵
で
言
う
第
二
次
世
界
大
戦
を
人
類
に
記
録
さ
せ
た

の
は
、「
支
那
事
変
」
を
惹
起
し
、
こ
の
泥
沼
化
を
打
開
す
べ
く
、

天
皇
が
初
め
て
内
外
に
宣
言
す
る
宣
戦
布
告
、「
大
東
亞
戦
争
」
へ

と
の
歩
み
を
残
し
た
臣
民
国
家
日
本
の
主
体
的
行
動
で
あ
っ
た
。
人

類
史
を
正
確
に
理
解
す
る
に
は
、
訓
詁
学
の
基
本
に
立
ち
戻
り
、

「
支
那
事
変
」
か
ら
「
大
東
亞
戦
争
」
へ
と
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

　

伊
香
前
掲
書
も
踏
襲
す
る
通
念
（
二
四
五
頁
）、
三
九
年
九
月
一

日
の
「
ド
イ
ツ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
侵
攻
開
始
に
よ
り
、
第
二
次
世
界
大

戦
の
幕
が
切
っ
て
落
と
さ
れ
た
」
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
人
類
史
が

辿
っ
た
歴
史
の
文
脈
か
ら
乖
離
し
た
認
識
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

　

本
来
美
称
で
あ
っ
た
「
支
那
」
は
、
日
清
戦
争
を
画
期
と
し
て
、

漢
字
文
化
圏
の
日
本
社
会
は
侮
蔑
観
を
意
味
す
る
用
語
・
概
念
と
し

て
使
用
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
従
っ
て
「
支
那
事
変
」
と
い
う
用
語

を
常
用
語
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
慎
重
を
要
す
る
だ
け
で
な
く
不

可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
日
本
社
会
が
人
類
史
に
大
き
な
足
跡
を
記
す

に
至
っ
た
「
大
東
亞
戦
争
」
へ
の
歩
み
を
、
正
確
に
理
解
す
る
に
は
、

「
支
那
事
変
」
と
い
う
歴
史
用
語
を
、
人
類
史
叙
述
か
ら
抹
殺
し
て

は
な
ら
な
い
。

二
六
日
の
閣
議
で
、「
基
本
国
策
要
綱
」
を
決
定
し
た
。
要
綱

は
「
国
防
国
家
体
制
ノ
完
成
ニ
邁
進
ス
ル
」
と
謳
っ
た
が
（
中

略
）、
さ
ら
に
要
綱
は
「
大
東
亜
ノ
新
秩
序
ヲ
建
設
ス
ル
」
と

謳
っ
た
が
、
こ
れ
は
「
日
満
支
ヲ
一
環
ト
シ
大
東
亜
ヲ
包
容
ス

ル
皇
国
ノ
自
給
自
足
経
済
政
策
ノ
確
立
」
を
意
味
し
た
。「
南

進
」
は
従
来
の
日
中
戦
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、

そ
れ
自
体
が
目
的
と
し
て
国
策
の
基
本
方
針
に
盛
り
込
ま
れ
、

東
南
ア
ジ
ア
に
植
民
地
を
有
す
る
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ

ラ
ン
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
と
の
対
立
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
と
な
っ

て
い
っ
た
。

　

東
条
が
天
皇
に
、「
目
下
研
究
中
」
と
奏
上
し
た
こ
と
は
既
に
述

べ
た
。
朝
鮮
・
蒙
疆
を
含
む
中
国
を
念
頭
に
す
る
地
政
学
概
念
に
立

つ
、
臣
民
国
家
日
本
の
地
域
政
策
の
下
の
こ
れ
迄
の
戦
闘
行
為
「
支

那
事
変
」
は
新
た
な
概
念
に
よ
る
「
大
東
亞
戦
争
」
に
様
相
を
改
め

拡
大
さ
れ
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
こ
と
が
あ
る
。
今
日
の
日
本
社
会

で
言
う
ア
ジ
ア
観
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
点
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ

ア
は
今
日
の
日
本
で
は
常
用
語
で
あ
る
が
、
地
理
上
か
ら
は
日
本
の

南
西
地
域
で
あ
る
に
、
欧
米
か
ら
舶
来
の
用
語
を
使
用
す
る
こ
と
は
、

「
大
東
亞
戦
争
」
に
至
る
迄
こ
れ
ら
の
地
域
は
臣
民
国
家
日
本
の
権

力
に
は
、
地
政
学
概
念
と
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
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我
々
人
間
が
、
人
類
史
を
理
解
す
る
に
は
、
後
知
恵
の
整
理
法
も

必
要
で
あ
る
。
私
も
学
校
教
育
を
受
け
る
中
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
記

述
に
「
三
十
年
戦
争
」「
百
年
戦
争
」
と
い
う
用
語
が
あ
る
こ
と
を

学
ん
だ
。
だ
が
、
後
知
恵
の
歴
史
記
述
に
は
、
長
所
と
短
所
が
あ
る
。

短
所
は
、
ア
イ
ザ
ィ
ア
・
バ
ー
リ
ン
の
言
う
よ
う
に
、
個
人
に
し
ろ

集
団
に
し
ろ
、
人
間
は
そ
の
都
度
、
主
体
的
な
選
択
行
動
を
採
り
、

何
ら
か
の
目
的
を
避
け
、
何
ら
か
の
目
的
を
追
求
す
る
生
物
で
あ
る

こ
と
を
、
考
察
す
る
の
に
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
生
じ
て
来
る
と
い
う

点
で
あ
る
。

（
ふ
じ
た　

て
い
い
ち
ろ
う
・
同
志
社
大
学
名
誉
教
授
）


